
 

 

喜入都市計画都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の決定 

 

 

都市計画都市計画区域の整備，開発及び保全の方針を次のように決定する。 

 

 

「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」 

 

（別添のとおり） 

 

 

理由 

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成１２年５月１９日法律第７

３号）において，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６条の２が追加され，

一体の都市として総合的に整備し，開発し，及び保全すべき区域として都道府県が指

定している全ての都市計画区域について，都道府県が都市計画に「都市計画区域の整

備，開発及び保全の方針」を定めることとなった。 

都市計画区域の整備，開発及び保全の方針は，おおむね２０年後の都市の姿を展望

し，長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともにその実現に向けての大き

な道筋を明らかにする，都市計画の基本的な方向性を示すものとして定める必要があ

る。また，具体の都市計画は，都市計画区域の整備，開発及び保全の方針に即したも

のでなければならない。 

このようなことから，喜入都市計画区域においては，「自然のゆとりとまちの魅力

が共存する町“21世紀のふるさと喜入”」を基本理念として，都市づくりを目指すこ

ととし，都市計画区域の整備，開発及び保全の方針を新たに定めるものである。 
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１．都市計画の目標 

１）当該都市計画区域の都市づくりの基本理念 

喜入都市計画区域（以下「本区域」という。）は，鹿児島県の南薩地域に

位置し，加世田市を起点とし鹿児島市を終点とする国道226号等の都市間

を連絡する広域的な幹線道路が通っている。 

本区域の位置する喜入町は，歴史的には室町時代以降，島津氏，伊集院

氏，蒲生氏，喜入氏などが領有し，旧
もと

麓
ふもと

にその中心があったといわれる。

また，明治政府成立以降，行政区域は幾多の変遷を経て，昭和31年喜入村

から喜入町に改称し現在に至っている。 

本区域は，都市近郊の豊かな自然に囲まれて暮らせる居住環境のため，

公営住宅の整備や民間の宅地開発が進み，鹿児島都市圏のベッドタウン化

が進行しており，北・中部は居住環境の整備により人口増加の傾向にある。 

一方，南部は過疎化の傾向があり，定住促進に向けた宅地・住宅の整備

供給が課題である。また，本区域においては，地形的制約等から幹線道路

や既存集落の生活基盤及びレクリエーション空間・機能の整備の不足など

が課題である。 

これらの課題を解決するためには，ウォーターフロント開発・整備によ

り，喜入新港周辺を賑わいや活力，うるおいのある魅力的な地域づくりの

実現を目指すことが必要である。また，鹿児島市に隣接するという利便性

があるとともに，温暖な気候，海水浴場を含む長い海岸線，農村・田園な

どの良好な環境を活かし，ゆったりとした空間や時間を住民に提供する場

が必要である。さらに，長期的かつ穏やかな成長・発展を目指すため，交

流人口を増やすようなまちづくりを行う必要がある。 

このようなことから， 
 

「自然のゆとりとまちの魅力が共存する町“21世紀のふるさと喜入”」 

 

を本区域の基本理念とする。 
この基本理念を実現するため，次の３つの都市計画の基本方針に基づき，

まちづくりを進めていくものとする。 
■田園のゆとりと都市の利便性を兼ね備えた生活のまちづくり 

住宅から公園，まちなみに至るまで，本区域の持つ自然や田園の良さ

を活かしたゆとりある生活空間の形成を図る。併せて，保育や教育，買

い物等の生活基盤が充実した，生活者がゆとりと利便性を感じられるま

ちづくりを目指す。 
■南薩地域の観光・レジャーの玄関口となる交流のまちづくり 

生見
ぬ く み

海水浴場やマリンピア喜入等を拠点に，レクリエーション・レジ

ャー機能が充実し，住民が生活を楽しめるまちづくりを目指す。また，
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南薩地域の各市町との連携を図りながら，南薩地域の観光・レジャーの

玄関口として，交流が盛んなまちづくりを目指す。 

■地域に誇りをもち，地域を創る人を育む文教のまちづくり 
学校教育の充実を図るとともに，生涯学習の条件整備に努め，あらゆ

る年齢層が自由に学べ，個性と主体性を持った心豊かな人であふれるま

ちづくりを目指す。また，住民が積極的にまちづくりに参加する仕組み

を持ち，一人ひとりが地域づくりに参画するまちづくりを目指す。 
 

２）地域毎の市街地像 

① 中名
なかみょう

・喜入地域 

中名・喜入地域は，喜入町役場等の公共機関が集中し，広域都市軸であ

る国道226号及びＪＲ指宿枕崎線喜入駅もあることから，利便性の良い「都

市中心核」を形成している。本地域は，住民の生涯学習や文化活動の拠点

となる複合型文化施設の整備を図るとともに，各施設間の連携を深め，利

用しやすい環境づくりを進める。 

また，本地域の東部は，臨海部に広大な石油基地及び喜入新港をかかえ

た流通・業務核が形成されている。このうち，喜入新港周辺は，区域内外

の人々が集まり賑わうエリアの形成を図る「都市副中心核」として位置づ

け，商業施設の導入，親水機能等の充実，マリンピア喜入における温泉保

養館及び温水プール等の多彩な集客機能の拡充を図る。 

② 瀬々
せ せ

串
くし

地域 

瀬々串地域は，鹿児島市に最も近い地域であり，国道226号沿線の利便

性が良いことから，ＪＲ瀬々串駅を中心として集落が形成されており，そ

の周囲に農地や森林と調和を図った住宅地がある。本地域では，今後とも

自然環境と調和した居住環境の形成に努めるものとする。 

③ 一倉
ひとくら

地域 

一倉地域は，農業の振興と調和を保ちつつ，周辺への影響を十分考慮し

た工業地として位置づける。 

内陸部の県道知覧喜入線沿いにある喜入の森は，「観光・レクリエ―シ

ョン拠点」として位置づけ，果樹園等による体験型農業など農業を通じた

区域内外の人々との交流を図る。また，その一環として喜入の森付近を「悠

久の森」として位置づけ，自然や環境を学ぶ拠点としての活用を目指す。 
④ 前之浜

まえのはま

・生見
ぬ く み

地域 

前之浜・生見地域は，日常生活における利便性の向上や，緊急・災害時

に対応できるような，地域に合った定住を促進させるための住環境整備を

図る。 
また，本区域を代表する「観光・レクリエーション拠点」を形成するた
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め，生見海水浴場の再整備，機能拡充，イベント展開等を進め，さらなる

観光拠点としての活性化を図る。 
 

２．区域区分の決定の有無 

１）区域区分の決定の有無 

本区域に区域区分を定めない。 

本区域の人口はほぼ横ばいで推移しているが，今後は減少すると予測さ

れる。 

また，製造品出荷額や商品販売額は増加すると予測されるが，工業・商

業系の産業による土地需要は，現行の市街地内で収容可能であると考えら

れ，なおかつ，公営住宅や住宅整備等を除いて大規模開発はほとんどない

ため，本区域における急激かつ無秩序な市街地の拡大はないものと判断さ

れる。 

本区域の良好な自然環境は，農業振興地域の整備に関する法律，森林法

による土地利用規制等により，十分保全を図ることができると判断される。 

以上のことから，本区域については区域区分を定めないものとする。 
 

３．主要な都市計画の決定の方針 
１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針   

① 主要用途の配置の方針 

ａ 商業・業務地 

ＪＲ喜入駅及び喜入港周辺の地区は，喜入町役場，郵便局等の商業・業

務施設が集中していることから，良好な住民サービスを提供する施設が集

積する商業・業務地として位置づけ，商業・業務機能のさらなる拡充を図

る。 

ｂ 工業地 

一倉地域の既存の工業地については，周辺の自然環境や農地等の環境に

配慮しつつ，企業誘致につながる都市基盤の整備を図る。 

ｃ 流通業務地 

喜入港周辺は，陸・海の交通の要衝であり，原油をはじめとする広域的

な物流の拠点として既に流通関連企業の立地が図られていることから，今

後とも物流機能の充実に努める。 

ｄ 住宅地 

本区域には，低層で比較的高密度な住宅地により形成された既存集落が

あり，その周辺には，農地等と調和し若者定住促進を目的とした戸建住宅

及び集合住宅がある。これらの地域では，良好な居住環境の形成に資する

都市基盤整備を進める。 
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② 土地利用の方針 

ａ 土地の高度利用に関する方針 

ＪＲ喜入駅周辺については，商業・業務機能をはじめとする諸機能のさ

らなる集積を図るため，駐車スペースの確保や道路整備等により，商店街

の魅力向上を図るとともに，ユニバーサルデザインの導入による誰もが利

用しやすい空間形成を図る。 

ｂ 居住環境の改善又は維持に関する方針 

住宅の老朽化や過密化，生活道路等の都市基盤が一部未整備のため，機

能性・利便性・防災面で適正な居住環境が確保されていない地区について

は，規制・誘導等による居住環境改善を進め，公共空地を十分確保し，緑

豊かな住環境の形成を進める。また，道路・公園等の都市施設の整備や高

齢者・障害者に配慮した施設整備を進め，居住環境の改善を図る。 

ｃ 都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

市街地においては，街路樹等による緑化を進める。また，市街地周辺の

斜面緑地や社寺林等については，その保全に努める。 

 生見海岸をはじめとする海岸線や喜入の森については，良好な自然環境

及び景観を有する地区として，今後とも保全を図る。 

ｄ 優良な農地との健全な調和に関する方針 

農業生産基盤整備が実施された農地及び今後実施が見込まれる優良な農

地については，関係機関との連携により，農業振興地域制度や農地転用許

可制度等との適正な調整及び長期的視野に立った秩序ある土地利用を進め，

優良農地の確保・保全に努める。 

ｅ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

急傾斜地崩壊危険箇所や地すべり危険箇所に位置づけられた地域や土石

流危険渓流の流域では，災害を未然に防止する観点から，市街化を抑制す

る。 

ｆ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

住宅地周辺の樹林地や農地，メヒルギが自生する生見海岸を代表する海

岸線は，良好な自然環境を有していることから，今後とも自然の風致を維

持し，保全に努める。  

ｇ 計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

星和団地や若者定住促進住宅地（みどり団地，ひまわり団地，青空団地）

については，自然環境や農地との調和を図りつつ，良好な生活環境の整備

を図る。 

 

２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア 交通体系の整備の方針 

本区域においては，広域的な交流・連携を強化する役割をもつ主要幹線

－4－ 



道路として，国道226号，県道指宿鹿児島インター線（指宿スカイライン）

が位置している。 

本区域では，区域内を東西に連絡する道路において，未整備区間や狭あ

いな区間が残っているため，集落間・地域間の連絡性向上に資する道路の

整備が必要である。 

また，通過交通と通勤・通学などによる交通量の増加により，朝夕の交

通渋滞が慢性化し，生活道路への車の進入により，交通事故，騒音等の問

題を引き起こしている。このため，円滑な交通を確保するための国道 226

号の整備や，公共交通機関も含めた総合的な交通体系の確立が必要である。 

このような状況を踏まえ，本地域の交通体系は，次のような基本方針の

もとに整備を進める。 

○ 今後とも増大する交通需要に対しては，公共輸送機関の活用を図りつつ，

各種交通機関の適正な機能分担のもとに，総合的な交通体系の確立を図る。 

○ 施設整備にあたっては，既存施設の有効利用を図りつつ，計画的，段階

的整備を行う。 

○ 歩行者空間の整備など生活環境と調和したバリアフリー対策も考慮した

都市交通施設の整備を図る。 

 

イ 整備水準の目標 

道路については，交通体系の整備方針に基づき，主要幹線道路，都市幹

線道路について，整備中区間の早期完成を図り，未着手区間の早期整備を

目指す。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア 道路 

本区域では，国道226号を主軸とし広域交通に対処するとともに，都市

内の交通を円滑に処理するため，以下の方針で適正に配置する。 

種  別 配 置 の 方 針 

主要幹線道路 円滑な交通を確保するため，以下の道路を配置し整備

を図る。 

都市間を結ぶ路線：国道226号線 

都市幹線道路 市街地形態及び土地利用動向を勘案しつつ，都市内の

交通を円滑に処理するため，以下の道路を配置し整備を

図る。 

東西方向の路線：県道飯山喜入線 

 

イ その他 

種  別 配 置 の 方 針 

駐車場  駐車場については，中心市街地の利便性を向上させる

ため，ＪＲ喜入駅周辺に配置し，整備を図る。 
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ｃ 主要な施設の整備目標 

概ね10年以内に整備を予定する主要な施設は，次のとおりとする。 

種  別 施 設 名 

道路 都市幹線道路：県道飯山喜入線 

 

② 下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア 下水道及び河川の整備の方針 

本区域では，生活様式の多様化に伴い，集落からの生活雑排水の処理が

環境衛生上重要な課題となっており，合併処理浄化槽の設置及び公共下水

道の整備が必要である。 

今後においては，生活環境の改善，公共用水域の水質保全の観点から，

積極的に合併処理浄化槽の設置を進める。また，「鹿児島県下水道等整備構

想」との整合を図りつつ公共下水道等の調査研究の検討を行う。 

一方，洪水による災害に対応するため，今後は，河川の整備だけでなく，

被害軽減対策等を複合的に行う総合的な治水対策を図る。 

また，良好な都市環境と都市景観の形成のため，まちづくりと連携した

安全で快適なうるおいのある水辺環境の創出を図る。 

 

イ 整備水準の目標 

1) 下水道 

本区域に適した総合的な汚水・生活雑排水の処理方法に関して検討を重

ね，おおむね20年後には本区域全域の処理が確保できることを目標とする。 

2) 河川 

計画的な治水対策が必要となる河川について，被害軽減対策等による総

合的な対策を図るとともに，豊かな水辺環境の創出に努める。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア 下水道 

家庭の生活雑排水による河川等の水質汚濁を防止するため，合併処理浄

化槽の設置を進める。 

 また，公共下水道の調査研究を進める。 

イ 河川 

本区域には，愛宕川，八幡川及び新田川等の河川がある。これらの河川

については，都市の特性に応じた総合的な治水対策や豊かな水辺環境の創

出を検討する。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 

概ね10年以内に整備を予定する主要な施設はないが，必要に応じて施設
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の整備の検討を行うものとする 

 

③ その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

健康で文化的な都市活動と都市機能の向上，良好な生活環境の確保を図

るため，長期的な展望に立ち，人口の動向や市街化の状況に対応して，必

要となるその他の施設について整備を図っていくものとする。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア ごみ焼却場 

本区域では，現在，喜入町クリーンセンターにおいてごみ処理がなされ

ている。今後は，環境の保全に配慮しつつ，ごみの増大に対応して，施設

の機能拡充等を図るものとする。 

また，環境の共生に重点を置くとともに，ごみの減量化やリサイクルの

促進に努める。 

イ 汚物処理場 

本区域のし尿処理については，喜入町衛生処理場「愛宕園
あたごえん

」が稼動して

おり，今後ともその維持・補修に努める。 

ｃ 主要な施設の整備水準目標 

概ね10年以内に整備を予定する施設は特にないが，必要に応じて施設の

整備の検討を行うものとする。 

 

３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要な市街地開発事業の決定の方針 

本区域の中心市街地である喜入駅周辺については，老朽木造建築物の立

て替えを進め，良好な住環境の確保に努めるとともに，本区域の中心商業

地としての都市機能と魅力ある都市空間の形成を図る。 

 

② 市街地整備の目標 

概ね10年以内に実施する予定の市街地開発事業はないが，必要に応じて

整備の検討を行うものとする。 

 

４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

本区域は，薩摩半島を南北に走る標高500ｍ級の山地の東側斜面にあり，

急峻な山地斜面やシラス台地，山地を原流とし錦江湾に注ぐ河川の河口付

近の沖積平野から成る。 

 また，鹿児島湾沿いの海岸線は，優れた自然景観と地域の風土に溶け込

んだメヒルギ（特別天然記念物指定）の植生等を有している。 
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 このような本区域の優れた自然環境を活用し，憩いの場，海浜スポーツ

等の場としてレクリエーション利用を図る一方，地域固有の生態系を維持

するために自然環境の保全に努めるものとする。 

また，近年のスポーツ・レクリエーション需要の増大や，災害時におけ

る避難地の確保等に対処するため各種機能に応じた公園・緑地を適正に配

置し，良好な環境づくりを目指す。 

 

② 主要な緑地の配置の方針 

配置計画 地域名等 概   要 

海岸線沿い   地域固有の生態系や水辺環境の保全の観点

から，護岸整備等に際しては，自然環境に配

慮した整備を図る。 

斜面緑地及び各

河川沿いの緑地 

  災害に対する整備等に際しては，多自然型

工法の整備を進め緑地を保全する。 

ａ 環境保全系

統の配置 

市街地部   良好な屋敷林，社寺林等の保全を図るとと

もに，住宅地における生垣化や宅地内緑化な

どにより，新たな緑の創出に努める｡ 

地域全体   近年のレクリエーション需要の増大，地域

コミュニティの場，災害時の避難場所等に対

処するため，市街地の動向，土地利用形態等

を勘案して，公園緑地を適切に配置すること

により，総合的なレクリエーション機能の充

実を図る。 

喜入地域   喜入地域の臨海部に親水機能を持った空間

の整備を図り，区域中心部の新たなレクリエ

ーション機能の充実に努める。 

瀬々串地域   スポーツ・レクリエーションに対処する地

域レベルの公園整備を図る。 

一倉地域     喜入の森周辺のさらなる充実整備，及び自

然体験型のレクリエーション空間としての整

備を図る。 

ｂ レクリエー

ション系統の

配置 

前之浜， 

生見地域 

  近年の多様化するレジャー等に対応するた

め，生見海水浴場の再整備を図るとともに，

スポーツ・レクリエーションに対応する地域

レベルの公園整備を図る。 

ｃ 防災系統の

配置 

地域全体   防災対策の一環として避難地，避難路，緑

地等を配置し，区域内のオープンスペースの

確保を図る。 

  また，市街地周辺の丘陵地など，急傾斜地

崩壊危険箇所や土石流危険渓流に位置づけら

れている地域における市街化の抑制を図ると

ともに，災害の未然防止に努める。 
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市街地後背の樹

林地 

  水資源のかん養や土砂崩れ等災害の防止の

ため，市街地後背の樹林地の保全を図る。 

 

海岸線沿い   台風等による高潮災害を防止するため，自

然環境に配慮した護岸改修等を図る。 

地域全体   本区域の原風景を伝える良好な景観を有す

る海岸線や農地等について，水と緑の景観資

源として保全を図る。 

  また，市街地内に分布する屋敷林等の都市

の修景に資する緑地の整備・保全を図る。 

ｄ 景観構成系

統の配置 

前之浜， 

生見地域 

  生見海岸の再整備に伴う良好な景観形成を

図る。 

 

③ 実現のための具体の都市計画制度の方針 

日常のレクリエーションに対応するため，瀬々串地域，前之浜，生見地

域に公園の整備を図る。 

生見海岸の自然景観地や屋敷林，社寺林等で特に良好な樹林地について

は，緑地保全地区などの緑地保全策を必要に応じて検討する。 

新たに整備を予定している若者定住化促進のための住宅地においては，

緑豊かなまちづくりのために，地区計画制度や緑地協定等を必要に応じて

検討する。 

 

④ 主要な緑地の確保目標 

ａ 概ね10年以内に整備予定の主要な公園等の公共空地 

 

種  別 名  称  等 規    模 

その他の公園 (仮称)喜入新港公園 ４ ｈａ 

 

ｂ 概ね10年以内に指定予定の主要な緑地保全地区等の地域地区 

概ね10年以内に地域地区の指定を行う予定はないが，必要に応じて指定

の検討を行うものとする。 
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注①）この方針図は、概ね20年後の目指すべき都市の姿を想定したものであり，
具体のルート及び位置を規定したものではありません。
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整備完了の時期を明示したものではありません。
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